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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 10月 21日 (2005.10.21)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
指 定 さ れ た 第 １ 文 書 フ ァ イ ル を 、 編 集 対 象 の 第 ２ 文 書 フ ァ イ ル に イ ン ポ ー ト す る 文 書 処 理
装 置 で あ っ て 、
　 イ ン ポ ー ト す る よ う 指 定 さ れ た 前 記 第 １ 文 書 フ ァ イ ル が セ キ ュ リ テ ィ 設 定 の 付 加 さ れ た
フ ァ イ ル で あ る 場 合 、 前 記 第 １ 文 書 フ ァ イ ル の セ キ ュ リ テ ィ 設 定 を 維 持 し た ま ま 前 記 第 ２
文 書 フ ァ イ ル に 保 持 さ せ て 第 ３ 文 書 フ ァ イ ル を 作 成 す る イ ン ポ ー ト 制 御 手 段 を 有 す る こ と
を 特 徴 と す る 文 書 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 第 １ 文 書 フ ァ イ ル 内 に お け る 編 集 を 抑 制 し つ つ 、 前 記 第 ３ 文 書 フ ァ イ ル の 編 集 を 許 可
す る 変 更 制 御 手 段 を 更 に 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 文 書 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 変 更 制 御 手 段 は 、 前 記 第 １ 文 書 フ ァ イ ル 内 の ペ ー ジ 配 置 を 変 更 す る こ と な く 、 前 記 第
３ 文 書 フ ァ イ ル の ペ ー ジ 配 置 を 変 更 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 文 書 処 理 装 置
。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 第 ３ 文 書 フ ァ イ ル に お い て 、 前 記 第 １ 文 書 フ ァ イ ル を 単 位 と し て 編 集 を 許 可 す る 許 可
手 段 と 、
　 前 記 第 1文 書 フ ァ イ ル 内 に お い て 、 ペ ー ジ 単 位 で の 編 集 を 禁 止 す る 禁 止 手 段 と を 更 に 有
す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ３ の い ず れ か に 記 載 の 文 書 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 変 更 制 御 手 段 の 変 更 に 応 じ て 警 告 を 発 す る 警 告 制 御 手 段 を 更 に 有 す る こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 乃 至 ４ の い ず れ か に 記 載 の 文 書 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
前 記 第 １ 文 書 フ ァ イ ル に 基 づ く ペ ー ジ に 付 加 情 報 を 付 加 す る 付 加 手 段 と 、

２



　 前 記 付 加 手 段 に よ り 付 加 さ れ た 付 加 情 報 と 前 記 第 １ 文 書 フ ァ イ ル と に 基 づ く 印 刷 出 力 を
行 な わ せ る 制 御 手 段 と を 、 更 に 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ５ の い ず れ か に 記 載
の 文 書 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
前 記 セ キ ュ リ テ ィ 設 定 を 維 持 し た 前 記 第 １ 文 書 フ ァ イ ル を 、 前 記 第 ３ 文 書 フ ァ イ ル か ら エ
ク ス ポ ー ト す る エ ク ス ポ ー ト 制 御 手 段 を 更 に 有 し 、
前 記 エ ク ス ポ ー ト 制 御 手 段 は 前 記 付 加 情 報 を 除 く 前 記 第 １ 文 書 フ ァ イ ル を エ ク ス ポ ー ト す
る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 文 書 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
セ キ ュ リ テ ィ 設 定 が 付 加 さ れ た 第 １ 文 書 フ ァ イ ル が イ ン ポ ー ト さ れ 、 作 成 さ れ た 前 記 第 ３
文 書 フ ァ イ ル に 対 す る 操 作 の 制 限 表 示 を 行 な わ せ る 制 限 メ ッ セ ー ジ 表 示 手 段 を 更 に 有 す る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ７ の い ず れ か に 記 載 の 文 書 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
前 記 制 限 メ ッ セ ー ジ 表 示 手 段 は 、 前 記 第 １ 文 書 フ ァ イ ル に 付 加 さ れ る セ キ ュ リ テ ィ 設 定 の
種 別 に 応 じ た 前 記 第 ３ 文 書 フ ァ イ ル に 対 す る 操 作 の 制 限 表 示 を 行 な わ せ る こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 ８ に 記 載 の 文 書 処 理 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
前 記 第 １ 文 書 フ ァ イ ル に セ キ ュ リ テ ィ 設 定 が 施 さ れ て い る か 否 か を 識 別 す る 識 別 手 段 を 更
に 有 し 、 前 記 識 別 手 段 に よ り セ キ ュ リ テ ィ 設 定 が 施 さ れ て い な い と 識 別 さ れ た 文 書 フ ァ イ
ル が 前 記 第 ２ 文 書 フ ァ イ ル に イ ン ポ ー ト さ れ た 場 合 に 前 記 変 更 制 御 手 段 は 前 記 第 ３ 文 書 フ
ァ イ ル に お け る 任 意 の ペ ー ジ の 順 番 を 変 更 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 乃 至 ９ の い ず れ
か に 記 載 の 文 書 処 理 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
前 記 第 ２ 文 書 フ ァ イ ル と 前 記 第 １ 文 書 フ ァ イ ル と を 識 別 す る た め の 管 理 テ ー ブ ル を 生 成 す
る 生 成 手 段 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 １ ０ の い ず れ か に 記 載 の 文 書 処 理 装 置
。
【 請 求 項 １ ２ 】
前 記 イ ン ポ ー ト 制 御 手 段 は 前 記 管 理 テ ー ブ ル に 基 づ き 、 前 記 セ キ ュ リ テ ィ 設 定 が さ れ た 前
記 第 １ 文 書 フ ァ イ ル を 、 当 該 セ キ ュ リ テ ィ 設 定 を 維 持 し た 別 フ ァ イ ル と し て 、 前 記 第 ３ 文
書 フ ァ イ ル に 保 持 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ １ に 記 載 の 文 書 処 理 装 置 。
【 請 求 項 １ ３ 】
前 記 生 成 手 段 は 、 前 記 第 ３ 文 書 フ ァ イ ル に お け る 、 前 記 第 １ 文 書 フ ァ イ ル の 章 と ペ ー ジ の
関 係 を 特 定 す る た め の デ ー タ を 前 記 管 理 テ ー ブ ル と し て 生 成 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項

１ ２ に 記 載 の 文 書 処 理 装 置 。
【 請 求 項 １ ４ 】
前 記 管 理 テ ー ブ ル に 基 づ き 、 前 記 第 １ 文 書 フ ァ イ ル が セ キ ュ リ テ ィ 設 定 の 付 加 さ れ た フ ァ
イ ル で あ る こ と を 識 別 表 示 す る た め の 表 示 出 力 制 御 手 段 を 更 に 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 １ １ 乃 至 １ ３ の い ず れ か に 記 載 の 文 書 処 理 装 置 。
【 請 求 項 １ ５ 】
前 記 イ ン ポ ー ト 制 御 手 段 は 、 操 作 入 力 の 指 示 に 従 い 、 前 記 管 理 テ ー ブ ル に 格 納 さ れ て い る
デ ー タ 、 前 記 第 ３ 文 書 フ ァ イ ル に 保 持 し た 、 前 記 第 １ 文 書 フ ァ イ ル の 編 集 を 、 前
記 セ キ ュ リ テ ィ 設 定 を 維 持 し つ つ 実 行 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ １ 乃 至 １ ４ の い ず れ
か に 記 載 の 文 書 処 理 装 置 。
【 請 求 項 １ ６ 】
前 記 第 １ 文 書 フ ァ イ ル に 設 定 さ れ て い る セ キ ュ リ テ ィ 設 定 を 、 前 記 第 ３ 文 書 フ ァ イ ル の 全
体 に 反 映 す る こ と を 可 能 に す る ヘ ッ ダ 情 報 生 成 手 段 を 更 に 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
１ 乃 至 １ ５ の い ず れ か に 記 載 の 文 書 処 理 装 置 。
【 請 求 項 １ ７ 】
指 定 さ れ た 第 １ 文 書 フ ァ イ ル を 、 編 集 対 象 の 第 ２ 文 書 フ ァ イ ル に イ ン ポ ー ト す る 文 書 処 理
方 法 で あ っ て 、

(2) JP 2006-3998 A5 2006.2.16

６

１ １ ま た は

に 基 づ き



　 イ ン ポ ー ト す る よ う 指 定 さ れ た 前 記 第 １ 文 書 フ ァ イ ル が セ キ ュ リ テ ィ 設 定 の 付 加 さ れ た
フ ァ イ ル で あ る 場 合 、 前 記 第 １ 文 書 フ ァ イ ル の セ キ ュ リ テ ィ 設 定 を 維 持 し た ま ま 前 記 第 ２
文 書 フ ァ イ ル に 保 持 さ せ て 第 ３ 文 書 フ ァ イ ル を 作 成 す る イ ン ポ ー ト 制 御 工 程 を 有 す る こ と
を 特 徴 と す る 文 書 処 理 方 法 。
【 請 求 項 １ ８ 】
前 記 第 １ 文 書 フ ァ イ ル 内 に お け る 編 集 を 抑 制 し つ つ 、 前 記 第 ３ 文 書 フ ァ イ ル の 編 集 を 許 可
す る 変 更 制 御 工 程 を 更 に 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ７ に 記 載 の 文 書 処 理 方 法 。
【 請 求 項 １ ９ 】
前 記 変 更 制 御 工 程 は 、 前 記 第 １ 文 書 フ ァ イ ル 内 の ペ ー ジ 配 置 を 変 更 す る こ と な く 、 前 記 第
３ 文 書 フ ァ イ ル の ペ ー ジ 配 置 を 変 更 す る こ と 特 徴 と す る 請 求 項 １ ８ に 記 載 の 文 書 処 理 方 法
。
【 請 求 項 ２ ０ 】
前 記 第 ３ 文 書 フ ァ イ ル に お い て 、 前 記 第 １ 文 書 フ ァ イ ル を 単 位 と し て 編 集 を 許 可 す る 許 可
工 程 と 、
　 前 記 第 1文 書 フ ァ イ ル 内 に お い て 、 ペ ー ジ 単 位 で の 編 集 を 禁 止 す る 禁 止 工 程 と を 更 に 有
す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ７ 乃 至 １ ９ の い ず れ か に 記 載 の 文 書 処 理 方 法 。
【 請 求 項 ２ １ 】
前 記 変 更 制 御 工 程 の 変 更 に 応 じ て 警 告 を 発 す る 警 告 制 御 工 程 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 １ 乃 至 ２ ０ の い ず れ か に 記 載 の 文 書 処 理 方 法 。
【 請 求 項 ２ ２ 】
前 記 第 １ 文 書 フ ァ イ ル に 基 づ く ペ ー ジ に 付 加 情 報 を 付 加 す る 付 加 工 程 と 、
　 前 記 付 加 工 程 に よ り 付 加 さ れ た 付 加 情 報 と 前 記 第 １ 文 書 フ ァ イ ル と に 基 づ く 印 刷 出 力 を
行 な わ せ る 制 御 工 程 と を 、 更 に 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ７ 乃 至 ２ １ の い ず れ か に
記 載 の 文 書 処 理 方 法 。
【 請 求 項 ２ ３ 】
前 記 セ キ ュ リ テ ィ 設 定 を 維 持 し た 前 記 第 １ 文 書 フ ァ イ ル を 、 前 記 第 ３ 文 書 フ ァ イ ル か ら エ
ク ス ポ ー ト す る エ ク ス ポ ー ト 制 御 工 程 を 更 に 有 し 、
前 記 エ ク ス ポ ー ト 制 御 工 程 は 前 記 付 加 情 報 を 除 く 前 記 第 １ 文 書 フ ァ イ ル を エ ク ス ポ ー ト す
る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 文 書 処 理 方 法 。
【 請 求 項 ２ ４ 】
セ キ ュ リ テ ィ 設 定 が 付 加 さ れ た 第 １ 文 書 フ ァ イ ル が イ ン ポ ー ト さ れ 、 作 成 さ れ た 前 記 第 ３
文 書 フ ァ イ ル に 対 す る 操 作 の 制 限 表 示 を 行 な わ せ る 制 限 メ ッ セ ー ジ 表 示 工 程 を 更 に 有 す る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ７ 乃 至 ２ ３ の い ず れ か に 記 載 の 文 書 処 理 方 法 。
【 請 求 項 ２ ５ 】
前 記 制 限 メ ッ セ ー ジ 表 示 工 程 は 、 前 記 第 １ 文 書 フ ァ イ ル に 付 加 さ れ る セ キ ュ リ テ ィ 設 定 の
種 別 に 応 じ た 前 記 第 ３ 文 書 フ ァ イ ル に 対 す る 操 作 の 制 限 表 示 を 行 な わ せ る こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 ２ ４ に 記 載 の 文 書 処 理 方 法 。
【 請 求 項 ２ ６ 】
前 記 第 １ 文 書 フ ァ イ ル に セ キ ュ リ テ ィ 設 定 が 施 さ れ て い る か 否 か を 識 別 す る 識 別 工 程 を 更
に 有 し 、 前 記 識 別 工 程 に よ り セ キ ュ リ テ ィ 設 定 が 施 さ れ て い な い と 識 別 さ れ た 文 書 フ ァ イ
ル が 前 記 第 ２ 文 書 フ ァ イ ル に イ ン ポ ー ト さ れ た 場 合 に 前 記 変 更 制 御 工 程 は 前 記 第 ３ 文 書 フ
ァ イ ル に お け る 任 意 の ペ ー ジ の 順 番 を 変 更 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ８ 乃 至 ２ ５ の い
ず れ か に 記 載 の 文 書 処 理 方 法 。
【 請 求 項 ２ ７ 】
前 記 第 ２ 文 書 フ ァ イ ル と 前 記 第 １ 文 書 フ ァ イ ル と を 識 別 す る た め の 管 理 テ ー ブ ル を 生 成 す
る 生 成 工 程 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ７ 乃 至 ２ ６ の い ず れ か に 記 載 の 文 書 処 理 方
法 。
【 請 求 項 ２ ８ 】
前 記 イ ン ポ ー ト 制 御 工 程 は 前 記 管 理 テ ー ブ ル に 基 づ き 、 前 記 セ キ ュ リ テ ィ 設 定 が さ れ た 前
記 第 １ 文 書 フ ァ イ ル を 、 当 該 セ キ ュ リ テ ィ 設 定 を 維 持 し た 別 フ ァ イ ル と し て 、 前 記 第 ３ 文
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８

２ ２



書 フ ァ イ ル に 保 持 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ７ に 記 載 の 文 書 処 理 方 法 。
【 請 求 項 ２ ９ 】
前 記 生 成 工 程 は 、 前 記 第 ３ 文 書 フ ァ イ ル に お け る 、 前 記 第 １ 文 書 フ ァ イ ル の 章 と ペ ー ジ の
関 係 を 特 定 す る た め の デ ー タ を 前 記 管 理 テ ー ブ ル と し て 生 成 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項

２ ８ に 記 載 の 文 書 処 理 方 法 。
【 請 求 項 ３ ０ 】
前 記 管 理 テ ー ブ ル に 基 づ き 、 前 記 第 １ 文 書 フ ァ イ ル が セ キ ュ リ テ ィ 設 定 の 付 加 さ れ た フ ァ
イ ル で あ る こ と を 識 別 表 示 す る た め の 表 示 出 力 制 御 工 程 を 更 に 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 ２ ７ 乃 至 ２ ９ の い ず れ か に 記 載 の 文 書 処 理 方 法 。
【 請 求 項 ３ １ 】
前 記 イ ン ポ ー ト 制 御 工 程 は 、 操 作 入 力 の 指 示 に 従 い 、 前 記 管 理 テ ー ブ ル に 格 納 さ れ て い る
デ ー タ 、 前 記 第 ３ 文 書 フ ァ イ ル に 保 持 し た 、 前 記 第 １ 文 書 フ ァ イ ル の 編 集 を 、 前
記 セ キ ュ リ テ ィ 設 定 を 維 持 し つ つ 実 行 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ７ 乃 至 ３ ０ の い ず れ
か に 記 載 の 文 書 処 理 方 法 。
【 請 求 項 ３ ２ 】
前 記 第 １ 文 書 フ ァ イ ル に 設 定 さ れ て い る セ キ ュ リ テ ィ 設 定 を 、 前 記 第 ３ 文 書 フ ァ イ ル の 全
体 に 反 映 す る こ と を 可 能 に す る ヘ ッ ダ 情 報 生 成 工 程 を 更 に 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
１ ７ 乃 至 ３ １ の い ず れ か に 記 載 の 文 書 処 理 方 法 。
【 請 求 項 ３ ３ 】

こ と を
特 徴 と す る 文 書 処 理 プ ロ グ ラ ム 。
【 請 求 項 ３ ４ 】
請 求 項 ３ ３ に 記 載 の 文 書 処 理 プ ロ グ ラ ム を 格 納 し た こ と を 特 徴 と す る コ ン ピ ュ ー タ 可 読 の
記 憶 媒 体 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 あ る い は 、 上 記 課 題 を 解 決 す る 本 発 明 に か か る 文 書 処 理 プ ロ グ ラ ム は 、
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２ ７ ま た は

に 基 づ き

請 求 項 １ ７ 乃 至 ３ ２ の い ず れ か に 記 載 の 文 書 処 理 方 法 を コ ン ピ ュ ー タ に 実 行 さ せ る

上 記 の 文 書 処 理
方 法 を コ ン ピ ュ ー タ に 実 行 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 。
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